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個人情報取扱事務一覧表

実施機関名： 市長 ※マイクロフィルム、図画・地図、写真ファイルには「図画」の項に記入されるべきものを含む。

部署名　　　： 都市企画課 ※光磁ディスク、磁気テープには、「電磁的記録」の項に記入されるべきものを含む。

情報の種類 収集方法 収集時期 電算処理 記録形態

事務の名称 事務の目的 個人情報の対象となる者の範囲 基礎的事項 学歴職歴的事項 心身的事項 財産的事項 その他

本人 本人 定期 随時 有 無

処理
方法

文書 図画
光磁
気 磁気

ﾏｲｸ
ﾛ 図画 写真

（電磁的
記録） (電磁的記録） 事務の 事務の

氏名 住所 性別 年齢 生年 国籍 本籍 親族 婚姻 電話 従前 移転 世帯 家族 個人 その他 学歴 学業 職業 職種 職位 職歴 資格 勤務 勤務 賞罰 団体 その他
障が
い 傷病 健康 その他 資産 収入 公的 取引 課税 納税

その他 その他

以外 的 ﾃﾞｨｽｸ ﾃｰﾌﾟ ﾌｨﾙﾑ 地図 ﾌｨﾙﾑ

ファイル

その他 開始日 廃止日

月日 続柄 有無 番号 住所 先 主 構成 番号 成績 先 住所 加入 有無 歴 状態 内容 所得 扶助 状況 有無 額 サーバ

建築確認業務
建築基準法の適正な執行を期するため、建築確認
により建築物の安全確保に努める

建築確認申請者
申請代理人
設計者
工事監理者
工事施工者
その他、建築確認申請に係る利害関係者

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1997/10/1

建築基準法等に関する違反是正業務
建築基準法等、又はこれに基づく命令条例の規定に
違反した建築物の摘発及び処分の補助

建築物所有者
土地所有者

● ● ● ● ● ● ●

1997/10/1

建築協定関係業務
住宅地としての良好な環境を維持・増進することを目
的に締結

土地の所有者
建築物の所有者
建築物の賃貸権を有する者

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1997/10/1

ラブホテル建築規制関係業務
ラブホテルの建築に対し、必要な規制を行い、良好
な生活環境の確保と青少年の健全な育成に資する

申請者
代理人

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1997/10/1

道路調査業務 建築基準法上の道路としてなるかどうかの調査
申請者
代理人

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
1997/10/1

建築許可申請関係業務
建築基準法に基づく許可等の経由を行い、市街地に
おける適正な土地利用の指導を行う

申請者
代理人

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1997/10/1

優良住宅等認定業務 租税特別措置法に基づく優良住宅の認定業務
申請者
代理人

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
1997/10/1

部課庶務 出張命令・出勤管理等庶務業務 部課内職員 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 1997/10/1

開発関係業務
市の健全な発展と都市機能の高揚を図ることの開発
指導

開発申請者及び申請代理人
工事施工業者
土地所有者
その他開発行為に係る利害関係者

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1 1997/10/1

「河内長野市開発事業指導要領の条例化」（概要）
に対する意見募集処理業務

上記意見の集計等処理を行う 「事務の名称」欄に記載の意見募集に対し応募した者 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

パブリックコメントの実施 条例制定にあたり、広く市民の意見を求めるため パブリックコメント意見提出者 ● ● ● ● ● ● ●

高齢者運転免許自主返納支援事業

運転に不安を感じる75歳以上の市内在住の運転免
許保有者に対し、運転免許証の自主的な返納のきっ
かけを提供することで、高齢ドライバーによる痛まし
い交通事故を減少させるとともに、返納後の公共交
通への円滑な移行と利用の促進を図る

満75歳以上で、令和2年4月1日以降に運転免許証を
自主返納した市民

● ● ● ● ● ● ● ●


